
 

 共通５  

◎ 特別支援教育研修 対象者について（以下に該当する場合、本人が Plant で申し込む） 

通級指導教室新担当教員基礎研修【言語】                    （小学校、中学校、義務教育学校） 

 

１ 令和７年度の１回目、２回目、３回目の研修日全日に通級【言語】を担当（勤務）している者のうち、初め

て言語通級指導教室の担当する教員（講師、助教諭も含む）。 

 １回目 ２回目 ３回目 

【言語】 ５月２３日 ９月１２日 １２月５日 

２ 上記に関し、他県等で、本県の通級指導教室担当研修に相当する研修を受講済みであるなどの場合 

は、免除となる。 

通級指導教室新担当教員基礎研修【ＬＤ等】     （小学校、中学校、義務教育学校、高等学校の一部） 

 

１ 令和７年度の１回目と２回目の研修日両日に通級【LD 等】を担当（勤務）している者のうち、初めて LD

等通級指導教室を担当する教員（講師、助教諭も含む）。 

 １回目 ２回目 

【ＬＤ等】 ７月１５日 １１月２６日 

２ 上記に関し、他県等で、本県の通級指導教室担当研修に相当する研修を受講済みであるなどの場合 

は、免除となる。 

特別支援学級新担任基礎研修【知的障がい】【肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴】【自閉症・情

緒障がい】                                                （小学校、中学校、義務教育学校） 

 

１ 令和７年度の１回目と２回目の研修日両日に特別支援学級を担任（勤務）している者のうち、以下の項 

目のいずれかに該当する者。※参照 

 

  （１）初めて特別支援学級を担任する教員（講師、助教諭も含む）。 

  （２）特別支援学校から小学校・中学校・義務教育学校へ転勤し、初めて特別支援学級担任になった 

教員。   

 １回目 ２回目 

【知的障がい】   ６月１８日 ９月２６日 

【肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴】 ６月 ４日  ８月２８日 

【自閉症・情緒障がい】      ６月 ４日 １０月１５日 

  

２ 上記に関し、他県等で、本県の特別支援学級新担任基礎研修に相当する研修を受講済みであるなど 

の場合は、免除となる。 
 
特別支援学校新任教諭基礎研修                                       （県立特別支援学校） 
 
１ 令和７年４月１日現在今年度初めて特別支援学校に勤務する教諭。 
２ 他県での経験があったり、Ｒ7 年度受講を延期したりする場合は、県教育センターに問い合わせること。 

 

※参照＜特別支援学級新担任基礎研修の対象者例＞ 

 

〇受講対象者の例                 →本人の Plant 申込【４月２４日（木）まで】 

・これまで特別支援教育関連（特別支援学校で勤務、通級指導教室担当）の担任歴があるが、「初め

て特別支援学級担任」になった。 

・かつて、１回だけ〔１回目６月、２回目（９又は 10 月）の一方だけ〕研修を受けたことがある。 

 

〇受講対象外の例                 →希望者は専門（希望）研修の申込 

・かつて今年度担当ではない障がい種の特別支援学級を担任し、特別支援学級新担任基礎研修を受講

したことがある。 

・かなり以前、特別支援学級担任をし、研修を受講済である。 

・他県で同等の特別支援学級研修を受講済。 


